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後期高齢者医療制度に加入している皆さまへお知らせ 

～ 特別徴収（年金から差し引き）されている方へ ～ 
口座振替へ変更することができるようになりました 

平成２１年度 
後期高齢者医療保険料のお支払い方法について 

　後期高齢者医療の保険料は、特別徴収（年金からの差し引き）または普通徴収（納付書また
は口座振替）によりお支払いいただいております。 
　平成２１年度の保険料のお支払い方法については、下記のとおりとなりますのでご確認くだ
さい。 

　後期高齢者医療保険料を特別徴収（年金から差し引き）によりお支払いいただいている方は、
申し出により口座振替への支払方法の変更ができます。 

　特別徴収の方 

平成２１年４月より特別徴収により保険料をお支払いいただきます。 
※　申し出により口座振替へ変更することができます。 

　普通徴収の方 

平成２１年７月より普通徴収により保険料をお支払いいただきます。 

また、現在普通徴収の方（年金受給額が年間１８万円未満の方を除く）で、平成２０年４月２日
以降に７５歳の誕生日を迎えられた方は、通常の場合、次のとおり平成２１年度途中から特別徴
収となりますのでご注意ください。 

※１　平成２１年１月中に特別徴収から口座振替への支払方法変更の申し出を行っている方は、 
　　　平成２１年７月から普通徴収となります。 

○平成２０年度中に特別徴収から普通徴収へ変更となった方へ 
　平成２１年度は、７～９月は普通徴収となり、１０月以降は特別徴収により保険料をお支払いいただ
くこととなります。 
　また１０月からの特別徴収については、申し出により、口座振替への支払方法の変更ができます。 
既に申し出を行っている方は、１０月以降は引き続き普通徴収となり、申し出の必要はありません。 

 普通徴収はありません  平成２１年 ６月から 平成２０年１０月 ２日～ 
平成２０年１２月 １日の間 

 普通徴収はありません  平成２１年 ８月から 平成２０年１２月 ２日～ 
平成２１年 ２月 １日の間 

 平成２１年７・８・９月  平成２１年１０月から 平成２１年 ２月 ２日～ 
平成２１年 ３月 ２日の間 

 平成２１年７・８・９月  平成２１年１０月から 平成２１年 ３月  ３日～ 
平成２１年 ３月３１日の間 

 普通徴収はありません  平成２１年  ４月から　（※１） 平成２０年 ４月 ２日～ 
平成２０年１０月 １日の間 

 普通徴収の月  特別徴収の開始月 ７５歳の誕生日 
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平成２１年１月より 
７５歳誕生月の自己負担限度額が半分になりました 

平成２１年１月より 
７５歳誕生月の自己負担限度額が半分になりました 

　平成２１年１月より、７５歳の誕生月に限り、７５歳になるまでに加入していた医療保険制度（国
民健康保険、社会保険など）と７５歳以降の後期高齢者医療制度それぞれの高額療養費の自己負担
限度額が２分の１となりました。 
 
※誕生日が１日の方は、誕生月に加入している医療保険制度が後期高齢者医療制度のみのため対
象とはなりません。 
※６５歳から７５歳の間に障害認定により後期高齢者医療に加入された方は対象となりません。 
 

（例）平成２１年３月１５日に７５歳になり、国民健康保険から後期高齢者医療
制度に加入となる方が１カ月入院していた場合（１カ月の自己負担限度額
が４４，４００円の方の場合） 

　１カ月に医療機関の窓口にてお支払された金額（医療費部分）が自己負担限度額を超え
た場合にその超えた部分を支給する制度です。後期高齢者医療制度では一度高額療養費
の申請をしていただくと、翌月以降に高額療養費に該当した場合は登録された口座に自
動的にお振込いたします。 

高額療養費とは… 

※７５歳になられる方が社会保険などの被保険者本人だった場合、その被扶養者の方は国民健康
保険に加入されることになります。その月に限り、その被扶養者の方も高額療養費の限度額
が２分の１となります。 

旧
制
度
 

自己負担限度額　４４，４００円 

自己負担限度額　２２，２００円 自己負担限度額　２２，２００円 
新
制
度
 

自己負担限度額　４４，４００円 

後期高齢者医療 国民健康保険 

誕生日 
（１５日） 

３月 

７５歳 ７４歳 


